
様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

(第 1面 )

提出者  イーレックスニューエナジー佐伯株式会社
住 所  東京都中央区京橋二丁目2番 1号

氏 名  代表取締役社長 石 丸  豊 彦

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電言舌番号  03-3248-2216

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和 5年度の産業廃棄物

処理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和6年 5月 31日

大分県知事  佐藤 樹一郎 殿

イーレックスニューエナジー佐伯株式会社 佐伯発電所事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地 佐伯市戸穴 387番 地 9号

大分類 :電気・ガス・熱供給・水道業、 中分類 :電気業事 業 の 種 類

令不日 5年  4月  1日 ハΨ令不日 6年  3月  31日産業廃茶物処理計画における

計   画   期   間

目標値

t量JF

tt

tt

tt

t

出 t 全 処 理 委 託

認定熱回収業 以外 の

t 熱回収を行 う業者への
埋 立 処 又 イま

目標値

10,391

項 目

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

優 良認定処理業者へのう
量
行

の

を用
物

自 ら再 生利
産 業 廃 棄

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

再 生 利 用 業 者 へ の

処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
自ら中間処理により減量する

産 業 廃 棄 物 の 量

処 理 委 託

委 託 量
海 洋 投 入 処 分 を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

※事務処理欄

6‐ '″6、 子

′

(日 本工業規格 A列 4番 )



画 の ヽ

実績値

8,104t

8,104t

8,104t

項 目

①排出量

②+①自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑫自ら中間処理により叔
量した量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

∪再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処

理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行 う業者への処
理委託量

①のうち熱回収認定

業者への処理委託量

⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

8,104t⑫

8,104t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑨

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

③

り減量した量

の残 さ量

⑥

した量

④

を行つた

⑤

目ら百L接
再生利用 した量

②

自ら直接埋立処分又

`ま

③

排   出  量

①   8,104t

有 償 物 量

不要物等発生量

（削

〕
引
）



画 の の

実績値

2,247t

2,247t

2,247t

項 目

①排出量

⑫十③自ら再生利用を

行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑫自ら中間処理により板
量した量

③+⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑭再生利用業者への処理
委託量

①熟回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定

業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

⑭

廻のうち再生不Щ用
業者への処理委託量

2,247t⑫

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑬

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

①

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

2,247t⑩

自ら中間処理 した後

再生利用 した量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
後の残さ量

⑥

り減量した量
に よら

を行つた量

の

⑤

目ら直接
再生不U用 した量

②

自ら百L接埋立処分又
イま

③

した量

C)     2,247t

有 償 物 量

排   出  量

不要物等発生量

（削

Ｎ
副
）



計画の (産業廃棄物の種類 レ

実績値

0,57t

0.57t

項 目

①排出量

②+①自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十⑨自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑭再生利用業者への処理

委託量

①烈回収認疋
~業
者への処

理委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑭

廻のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

聰の うち烈回収認疋
~

業者への処理委託量

⑬

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

①

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

0.57t⑩

自ら中間処理した後
再生利用した量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
後の残 さ量

し

⑥

り減量した量を行つた量

の

⑤

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又
1ま

③

した量

ら

排  出  量

0.57t①

有 償 物 量

不要物等発生量

（削
Ｎ
副
）



の の種類 :木 く

実績値

2.20t

2.20t

項 目

①排出量

②+③自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑭自ら中間処理により減
量した量

③+⑨目らナ里立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

∪優艮認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理

委託量

⑭熟回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑬

餓のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

⑭

廻のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

2.20t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

①

り減量した量

問処理 したら

後の残 さ量

⑥

③

した量

④

を行つた量

⑤

目ら百L接
再生利用 した量

②

自ら直接埋立処分又

イま
排  出  量

廻)      2.20t

有 償 物 量

不要物等発生量

（削
〕
酬
）



計画の (産業廃棄物の種類 ラスチック

実績値

1.91t

1,91t

項 目

①排出量

②+③自ら再生和J用 を
行った量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑭目ら中間処理により版
量した量

⑨+⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優艮認定処理業者への

処理委託量

⑭再生利用業者への処理

委託量

⑬熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑭

廼のうち再生不町用
業者への処理委託量

⑫

廼のうち熟回収認定
業者への処理委託量

④

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

1.91t

自ら中間処理した後
再生利用した量

③

問処理 しら

後の残 さ量

⑥

間処理によら

り減量した量

した量

を行つた量

の

⑤

自ら直接

再生利用 した量

②

自ら直接埋立処分又

イま

③

排  出  量

1.91t①

有 償 物 量

不要物等発生量

（削

〕
副
）



画 の (産業廃棄物の種類

実績値

2.47t

2.47t

項 目

①排出量

⑫十⑬ 目ら再生和J用 を

行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑫自ら中F日弓処理により減
量した量

⑨十⑨ 目ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

∪再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

じのうち烈回収認定
業者への処理委託量

⑩

ёのうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

①

自ら中間処理 した後
再生利用 した量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

⑨

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

2.47t⑩

り減量した量

後の残 さ量

し

⑥

自ら百L接埋立処分又

`ま

③

した量

④

を行つた量

⑤

自ら直接
再生利用 した量

②

有 償 物 量

排  出  量

廻)      2.47t

不要物等発生量

（削
〕
酬
）


